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よ
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生
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資
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外
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関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

「
留
学
」
の
在
留
資
格
を
得
て
大
学
や
日
本
語
学
校
等
に
通
学
し
て
い
る
外
国
人
は
、
資
格
外
活
動
の
許
可
を
取
得
し
て
、

学
則
で
定
め
る
授
業
期
間
中
は
一
週
間
に
つ
い
て
二
十
八
時
間
以
内
、
学
則
で
定
め
る
長
期
休
業
期
間
中
は
一
日
に
つ
い
て
八

時
間
以
内
で
就
業
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受
け
て
、
安
倍
総
理
は
二
月
二
十
六
日
に
大
型
イ
ベ
ン
ト
の
自
粛
要
請
、
二

十
七
日
に
全
国
の
小
中
学
校
及
び
高
校
に
対
し
て
一
斉
休
校
の
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
大
学
や
日

本
語
学
校
等
に
お
い
て
も
、
三
月
以
降
休
校
と
な
り
、
四
月
以
降
の
再
開
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
い
学
校
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

 

休
校
に
よ
り
空
い
た
時
間
で
、
学
則
で
定
め
る
長
期
休
業
期
間
と
同
じ
よ
う
に
ア
ル
バ
イ
ト
等
の
資
格
外
活
動
を
行
お
う
と

す
る
留
学
生
が
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
留
学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
す
る
業
種
は
慢
性
的
な
人
手
不
足
で
苦
労
し
て

い
る
も
の
が
多
く
、
休
校
に
よ
り
時
間
の
余
裕
が
で
き
た
留
学
生
に
よ
り
多
く
働
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
事
業
主
も
多
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

 

法
務
省
に
よ
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
休
校
期
間
は
、
学
則
で
定
め
る
長
期
休
業
期
間
に
は
当

た
ら
ず
、
資
格
外
活
動
を
行
え
る
時
間
は
一
週
間
に
二
十
八
時
間
以
内
と
な
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
こ
と
が
留
学
生
や
事



 

２ 

 

業
主
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
て
以
下
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
休
校
期
間
は
学
則
で
定
め
る
長
期
休
業
期
間
に
当
た
ら
ず
、
資
格
外
活
動

を
行
え
る
時
間
は
一
週
間
に
二
十
八
時
間
以
内
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
周
知
が
不
十
分
な
た
め
に
理
解
し
て
い
な
い
留
学

生
や
事
業
主
が
多
く
い
る
と
考
え
ま
す
。
関
係
省
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る
の
み
な
ら
ず
、
留
学
生
や
事
業
主
に

直
接
届
く
方
法
に
よ
り
周
知
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
改
め
て
周
知
す
る

場
合
の
具
体
的
な
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
い
。 

二 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
休
校
は
、
予
測
の
で
き
な
い
非
常
に
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
資
格
外
活
動
の

制
度
に
つ
い
て
誤
解
を
生
じ
さ
せ
う
る
事
態
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
制
度
を
誤
解
し
た
こ
と
に
よ
り
、
週
二
十
八
時
間
を
超

え
て
働
い
て
し
ま
っ
た
留
学
生
や
留
学
生
を
働
か
せ
て
し
ま
っ
た
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
不
利
益
処
分
を
直
ち
に
行
う
こ
と

の
な
い
よ
う
丁
寧
な
対
応
を
行
う
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。 

三 

在
留
資
格
「
留
学
」
で
在
留
し
て
い
る
外
国
人
の
学
ぶ
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
休
校
の
措
置
を
と
っ
た
大
学
や
日
本
語
学
校
等
に
対
し
て
、
留
学
生
が
本
来
受
け
る
こ
と



 

３ 

 

が
で
き
た
授
業
時
間
分
の
補
講
等
を
行
う
よ
う
要
請
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。 

 

右
質
問
す
る
。 


